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税理士法人 中央青山

  
 

私たち税理士法人中央青山は、全世界148カ

国に13万人のスタッフを擁する世界最大級の

会計事務所プライスウォータハウスクーパー

ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで

す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、

公認会計士、税理士等約300人のスタッフから

成る専門家集団であり、そのうち約70名が金

融部に所属しています。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money

としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前

提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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平成平成平成平成18年税制改正大綱年税制改正大綱年税制改正大綱年税制改正大綱     

金融関連金融関連金融関連金融関連等等等等のののの主主主主なななな改正点改正点改正点改正点 
 
 
 

平成17年12月15日に自由民主党より平成18年度税制改正大綱、

平成17年12月19日に財務省より平成18年度税制改正の大綱、平

成17年12月20日に総務省より平成18年度地方税制改正（案）要

旨（以下、まとめて「大綱」）が発表されました。今後、当該大綱を受

けて財務省が作成した税制改正要綱が閣議決定され、要綱に基づ

き税法案が国会に提出されます。国会において法案が採択された

後、法令として公表されます。今回のニュースレターでは、大綱に

記載されている改正点のうち、主として金融に関連するものについ

て、ご報告いたします。以下は、大綱に基づき概要をまとめたもの

であり、詳細については今後改正法案や改正省令が公表された後

に明らかになります。 
 



 (2) 

【【【【不動産関係不動産関係不動産関係不動産関係：：：：土地土地土地土地・・・・住宅税制住宅税制住宅税制住宅税制】】】】 
 

1. 登録免許税登録免許税登録免許税登録免許税のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置 
 

通常通常通常通常のののの法人法人法人法人 
 

土地の売買による所有権の移転および所有権の信託に係る登録免許税については、軽減措置の適用期限

が2年延長されることとなりましたが、その他に係る軽減措置は平成18年3月31日をもって廃止されることと

なりました。 

 
 

平成18年3月31日まで 
平成18年4月1日から 

平成20年3月31日まで 
平成20年4月1日から 

土地 1.0% 2.0% 
売買による所有権の移転 

建物 1.0% 2.0% 

土地 0.2% 0.4% 
所有権の信託 

建物 0.2% 0.4% 

所有権の保存 0.2% 0.4% 

合併による所有権の移転 0.2% 0.4% 

 は今回の改正に関する箇所 

 

特定目的会社特定目的会社特定目的会社特定目的会社およびおよびおよびおよび投資法人投資法人投資法人投資法人 
 

特定目的会社および投資法人による不動産の売買による所有権の移転に係る登録免許税については、軽

減措置の適用期限が2年延長された上で、税率が変更されることとなりました。 
 

 平成18年3月31日まで 
平成18年4月1日から 

平成20年3月31日まで 
平成20年4月1日から 

売買による所有権の移転 0.6% 0.8% 2.0% 

 は今回の改正に関する箇所 

 

2. 不動産取得税不動産取得税不動産取得税不動産取得税のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置 
 

住宅、住宅用地および商業地等の住宅用地以外の土地に係る不動産取得税については、軽減措置の適用

期限が3年延長されることとなりました。店舗、事務所等の住宅以外の家屋に係る不動産取得税については

平成18年3月31日をもって軽減措置が廃止されることになりましたが、平成18年4月1日から平成20年3月31

日までの2年間に限り、税率を3.5%とする経過措置が設けられました。 
 

(1) 住宅、住宅用地、商業地等の住宅用地以外の土地 

平成18年3月31日まで 
平成18年4月1日から 

平成21年3月31日まで 
平成21年4月1日から 

3.0% 4.0% 

 は今回の改正に関する箇所 

 



 (3) 

(2) 店舗、事務所等の住宅以外の家屋 

平成18年3月31日まで 
平成18年4月1日から 

平成20年3月31日まで 
平成20年4月1日から 

3.0% 3.5% 4.0% 

 は今回の改正に関する箇所 

 
 

【【【【国際課税関係国際課税関係国際課税関係国際課税関係】】】】 

 

1. 過少過少過少過少資本税制資本税制資本税制資本税制 

 
国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例（いわゆる過少資本税制）について、次の措置を講ずるこ

ととされました。 
 

(1) 国外支配株主等に対する負債から、借入れと貸付けの対応関係が明らかな債券現先取引等に係る負

債を控除することができる。 
 

(2) 対象となる負債及び負債の利子に、以下のものを加える。 

① 国外支配株主等が債務の保証をすることにより第三者が資金を供与した場合のその資金にかかる

負債ならびにその負債の利子および国外支配株主等に支払う債務の保証料 

② 国外支配株主等から借り入れた債券を担保に第三者が資金を供与した場合のその資金に係る負債

ならびにその負債の利子および国外支配株主等に支払う債券の使用料 

③ 上記①および②の取引を組み合わせた場合のその負債、負債の利子、保証料および債券の使用料 

 
 

2. そのそのそのその他他他他 
 

民間国外債等の利子および発行差金の課税の特例の適用期限、特別国際取引勘定において経理された預

貯金等の利子の課税の特例の適用期限および外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例

の適用期限を2年延長することとされました。 
 
 

【【【【会社法改正関係会社法改正関係会社法改正関係会社法改正関係】】】】 

 

1. 配当関係配当関係配当関係配当関係 
 

(1) 剰余金の配当については、その原資の区分に応じ、現行制度と同様に、配当と資本の払戻しとして取り

扱うこととされました。 
 

(2) 種類株式を発行する法人が自己の株式の取得等を行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎

とする当該法人の資本等の金額は、その株式の種類ごとに区分された資本等の金額とすることとされま

した。ただし、平成18年3月31日以前に種類株式を発行している法人の資本等の区分について経過措

置を講ずることとされました。 

 
 



 (4) 

2. 株式等株式等株式等株式等にににに関関関関するするするする取引関係取引関係取引関係取引関係 
 

会社法改正に伴い、株主が取得請求権付株式等の請求権の行使等により、当該株式を発行法人に移転し、

発行法人の株式のみの交付を受けた場合には、原則として、その移転による譲渡損益の計上を繰り延べる

（会社法施行日以後に行われる場合に適用する）等、一定の措置を講ずることとされました。 
 
 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】 
 

上記のほか、法人税の以下の項目について改正が予定されています。 
 

1. 欠損金法人を利用する租税回避行為の防止制度の創設（一定の場合の欠損金使用制限） 

2. 役員給与の取扱い（非同族法人が業務執行役員に支払う給与で、利益を基礎として算定される給与の

うち一定のものに係る損金算入を認める等） 

3. 同族会社の留保金課税（適用対象法人の判定方法、課税留保金額の計算に係る改正） 

4. 交際費の損金不算入制度（対象となる交際費から一定の飲食費を除外） 
 

よりよりよりより詳詳詳詳しいしいしいしい情報情報情報情報につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては下記担当者下記担当者下記担当者下記担当者にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。 
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